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水道料金及び下水道使用料徴収等包括業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

この要領は、水道料金及び下水道使用料徴収等包括業務委託（以下「委託

業務」という。）においてお客さまサービス水準のより一層の向上を図るため、

業務の受託を行い得る能力を有する事業者のうち、特に業務に対する意欲、

資質及び技術的能力等が優れた者を公募型プロポーザル（以下「プロポーザ

ル」という。）により選定し、その者に業務を委託するために必要な手続きに

ついて定めるものとする。 

 

２．委託業務の対象区域 

水道事業については斐川宍道水道企業団給水区域を除く松江市行政区域全

域とし、下水道事業については松江市行政区域全域（斐川宍道水道企業団給

水区域を含む）とする。 

 

３．委託業務の範囲 

（１）検針・調定・収納業務 

（２）滞納整理業務 

（３）接続勧奨業務 

（４）窓口業務 

（５）電算開発業務 

（６）電算運用業務 

 

４．プロポーザルの参加募集等 

プロポーザルの参加募集等について必要な事項は、松江市上下水道局ホー

ムページ等により公表する。 

 

５．プロポーザルの参加資格 

 プロポーザルの参加資格は、以下のとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者 

（２）参加申込書の提出時点において、会社法（平成１７年法律第８６号）

第４７５条又は、第６４４条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成

１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項の規定に

基づく破産手続きの申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 
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１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続きの申立てが

なされた者（会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生計画又は再

生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

（３）登記上の本店所在地における法人市町村民税及び固定資産税に滞納が

ない者。 

（４）「松江市物品の売買等指名競争入札参加資格者指名停止要綱」、「松江

市建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱」、「松江市上下水道局建設

工事競争入札参加資格者指名停止要綱」に基づく指名停止期間中でない

こと。 

（５）賠償保険に加入している者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３年法律第

７７号）に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらと密接な関係を有する

者でないこと。 

（７）個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の個人情報の

適正な保護及び管理のために必要な措置を講ずることができる者。 

（８）プライバシーマーク又はＩＳＭＳの情報セキュリティ関連認証を取得

していること。 

（９）当該業務委託の目的達成に必要な人数の従事者を配置できる者である

こと。 

（10）現在給水人口の合計が１０万人以上の水道事業体が委託した、検針業

務、収納業務（滞納整理業務を含む）、窓口業務、電算開発業務の４種

類の業務のうち３種類以上の、平成２８年３月３１日以降に完了ないし

継続中の業務実績を持つ者。 

（11）共同企業体で参加する場合は、次の条件を全て満たすこと。 

  ①共同企業体の構成員数は、２又は３社とする。 

②各構成員の出資比率は、代表者の出資比率を最大として、最小の出資

比率は２社の場合３０％以上、３社の場合２０％以上とすること。 

  ③共同企業体の全ての構成員が（１）から（７）までの条件を満たすも

のであること。 

  ④共同企業体の構成員のいずれかが（８）から（10）までの条件を満た

すものであること。 

⑤共同企業体の構成員は、委託業務について当該共同企業体が負担する

債務の履行に関し、連帯して責任を負うこと。 

⑥共同企業体の構成員は、単独及び他の共同企業体の構成員として本件

プロポーザルに参加していないこと。 

（12）プロポーザルに参加を申し込む事業者（以下「参加者」という。）が、

契約締結時までに（１）から（11）までの条件を満たさなくなったとき
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及び提出する書類に関して、重要な事項について虚偽の記載を行ったと

きは、契約を締結することはできない。 

 

６．プロポーザル参加申込に必要な書類 

提出書類に記載する事項の基準日は公告日とし、書類の作成に係る費用は、

参加者の負担とする。なお、提出された書類は返却しない。 

参加者は、次の書類を所定の期限までに松江市上下水道事業管理者（以下

「管理者」という。）に提出しなければならない。 

（１）プロポーザル参加申込書（第１号様式） 

（２）業務実績一覧表（第２号様式）及び業務実績調査票（第３号様式） 

（３）会社概要（パンフレット等及び本店所在地の法務局が公告日より３か

月以内に発行した商業登記簿謄本）及び財務状況を示す書類[直近２か年

の決算貸借対照表、損益計算書及び注記（会計方針等）] 

（４）連絡先等の担当部署が記載された書類 

（５）第６項（10）の実績となる契約書の写し、又は証明できる書類 

（６）登記上の本店所在地における法人市町村民税及び固定資産税に滞納が

ないことの納税証明書（公告日より３か月以内に発行されたもの） 

（７）賠償保険の加入状況について確認できるもの（保険証書の写し等） 

（８）委託業務共同企業体協定書（第４号様式、共同企業体で参加する場合） 

（９）企業の経営方針及び取り組みについて（第５号様式） 

（10）業務体制に関する企画及び技術提案（第６号様式） 

（11）検針・調定・収納業務に関する企画及び技術提案（第７号様式） 

（12）滞納整理業務に関する企画及び技術提案（第８号様式） 

（13）接続勧奨業務に関する企画及び技術提案（第９号様式） 

（14）窓口業務に関する企画及び技術提案（第 10 号様式） 

（15）電算開発及び電算運用業務に関する企画及び技術提案（第 11 号様式） 

（16）個人情報保護に関する企画及び技術提案（第 12 号様式） 

（17）災害及び緊急時対策等危機管理に関する企画及び技術提案（第 13 号様

式） 

（18）提案価格書（業務受託見積書） 

 

７．プロポーザル参加申込手続き 

（１）プロポーザル参加申込の提出について 

①提出期限は、令和元年１０月４日（金）必着とする。 

②提出先は、〒６９０－０８２６ 松江市学園南一丁目１７番２４号 

松江市上下水道局業務部営業管財課とする。 

③提出書類は、原則としてＡ４版サイズの書類とし、作成は日本語によ
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るものとする。書式は松江市上下水道局ホームページからダウンロー

ドした書式を使用すること。提出書類には目次及び頁番号を付け、書

留あるいは簡易書留にて郵送（ゆうパックも可）すること。なお、電

子装置に使用する記憶媒体での提出は認めない。到着した提出書類は

書き換え・引き換え又は撤回することはできない。 

④提出部数は、正本１部と写し９部とする。ただし、提案価格書（業務

受託見積書）は、封かん（割印したもの）し、１部提出すること。 

（２）質疑について 

本プロポーザル等に関する質問は、令和元年９月２０日（金）午後５

時１５分までに質問書（第 14 号様式）により書面にて行うこと。以後の

質問、異議は認めない。また、公告の変更等及び質疑内容（質問及び回

答）は松江市上下水道局ホームページの「水道料金及び下水道使用料徴

収等包括業務委託公募型プロポーザルの実施について」欄で公開するの

で、必ず参照すること。 

 

８．委託業務の主な執務場所 

松江市学園南一丁目１７番２４号 

松江市上下水道局 １階 お客さまセンター 

 

９．プロポーザルの途中辞退 

（１）参加者は、申出により随時プロポーザルの参加を辞退することができる。 

（２）プロポーザル辞退の申出は、プロポーザル参加辞退届を管理者宛に書留

又は簡易書留にて郵送するものとする。 

 

１０．プロポーザルの選定機関 

（１）管理者は、プロポーザル実施のため、プロポーザル審査委員会（以下「審

査委員会」という。）を設置する。 

（２）審査委員会は、プロポーザル審査委員会設置要綱に基づき、プロポーザ

ル審査を行い審査結果を管理者に答申する。ただし、以下の各号に該当

する場合は管理者に答申は行わない。 

①参加者の総評価得点が満点（４００点）の６０％に満たない場合 

②参加者の評価基準採点表各番号ごとの評価得点が４０％に満たない

場合 

 

１１．受託予定者の決定 

 管理者は、審査委員会からの答申を受け、受託予定者を決定する。 
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１２．説明義務 

管理者は受託予定者に決定されなかった参加者が非決定の説明を求めた場

合は、その説明を行うものとする。 

 

１３．委託契約 

（１）管理者はプロポーザルの提案に基づき、受託予定者に決定した者と詳細

について協議し、水道料金及び下水道使用料徴収等包括業務委託契約を

締結する。 

（２）受託者は、円滑に受託業務を行うことができるように自らの責任におい

て準備を行い、準備に必要な経費を負担するものとする。 

（３）メリットシステム制度（毎年度目標収納率を設定し、その業務達成率に

より報奨金及び違約金が生じる制度）については、契約締結時に協議を

行うこととする。 

 

１４．委託契約期間 

本契約の期間は、令和元年１２月３日から令和８年３月３１日までとする。 

  契約期間内に各年度の予算が議会で否決された場合は、契約を解除、変更 

する場合がある。その場合の扱いについては、管理者は誠意を持って受託者 

と協議するものとする。 

 

１５．失格条件 

  次に掲げる事由が生じた場合は、プロポーザルの参加資格又は受託予定者

の決定を取り消す。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）第５項に定める参加資格を満たしていない、若しくは満たすことができ

なくなった場合 

（３）その他本要領の定めに反した場合 

（４）本件に関して不正あるいは公正さを欠く行為等があったと、管理者が認

める場合 

 

１６．次順位者の繰り上げ 

管理者は、受託予定者と契約を締結することができない何らかの事由が発

生した場合は、プロポーザルにおいて次順位以下となった参加者のうち、評

価点が上位であった順に契約締結についての交渉を行うことができる。 

 

１７．事務局 

プロポーザルに係る事務局は、業務部営業管財課に設置する。 
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１８．プロポーザルの結果の公表 

プロポーザルの結果は、松江市上下水道局ホームページで公表する。 

 

１９．その他 

本要領に定めるもののほか、プロポーザルにおいて必要な事項は、管理者が

定める。 


